
議第１３号

（ 第 ２ 号 ）

令和３年度三島市水道事業会計補正予算案



     



第1条  令和3年度三島市水道事業会計の補正予算案（第2号）は、次に定めるところ

による。

第2条  債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり追加す

る。

三島市長　　豊　岡　武　士

限 度 額期 間事 項

令和4年度

令和3年度三島市水道事業会計補正予算案（第2号）

老朽管布設替工事

令和４年２月１５日提出

182,000千円
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一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

地方債

損益勘定留保資金

簡易水道に係る
水質測定管理
業務委託

6,310
令和4年度から
令和8年度まで 6,310

閉庁時の漏水等
現場確認業務委託 880 880令和4年度

上水道に係る水質
測定管理業務委託 32,295

令和4年度から
令和8年度まで 32,295

伊豆島田浄水場
計器監視業務委託 98,905

令和4年度から
令和8年度まで 98,905

債務負担行為に関する調書

（単位：千円）

事　項 限度額

前年度末までの 当該年度以降の

左の財源内訳
支払義務発生 支払義務発生

（見込）額 予定額

期間 金額 期間 金額

水道料金徴収
業務委託

令和3年度から
令和7年度まで373,450 373,450

コンビニエンス
ストア等収納
代行業務委託

令和3年度から
令和6年度まで17,533 17,533

91,000

91,000

老朽管布設替工事 182,000 182,000令和4年度

373,450

17,533

98,905

880

32,295

6,310
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